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70
歳
以
上
の
方
の
高
額
療
養

費
制
度
の
改
正

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
１
カ

月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
多
い
と

き
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

分
が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。

　

平
成
29
年
８
月
診
療
分
か
ら
、

70
歳
以
上
の
方
の
自
己
負
担
額

が
、
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
表

１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
表
１
中
【　

】
内
の
金

額
は
、
過
去
１
年
間
に
同
じ
世
帯

で
高
額
療
養
費
の
支
給
が
４
回

あ
っ
た
場
合
の
、
４
回
目
以
降
の

自
己
負
担
額
と
な
り
ま
す
。

70
歳
以
上
の
方
の
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度
の
改
正

　

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と

は
、
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
世

帯
に
介
護
保
険
の
受
給
者
が
い
る

場
合
、
医
療
費
と
介
護
費
の
年
額

（
８
月
～
翌
年
７
月
）
を
合
算
し

て
限
度
額
を
超
え
た
と
き
に
は
、

そ
の
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。

　

平
成
30
年
度
分
（
平
成
30
年

加入者みんなで助け合う――
国民健康保険制度が改正されます！

　国民健康保険（国保）は、病気やけがに備えて、加入者みんなで助け合う制度です。ここでは、平成
29年度以降に実施される、国民健康保険制度の改正などについてお知らせします。

国
保
の
運
営
主
体
が
市
町
村

か
ら
都
道
府
県
に
移
行

　　

国
保
は
現
在
、
市
町
村
が
そ
れ

ぞ
れ
保
険
者
と
な
っ
て
運
営
し
て

い
ま
す
が
、
平
成
30
年
度
か
ら
は

都
道
府
県
と
市
町
村
が
と
も
に
共

同
保
険
者
と
な
っ
て
運
営
す
る
形

に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
都
道
府
県

国
保
税
の
軽
減
範
囲
が
拡
大

さ
れ
ま
す

　　

国
保
税
は
世
帯
の
所
得
額
（
世

帯
主
及
び
国
保
加
入
者
の
所
得
の

合
計
額
）
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

（
加
入
者
１
人
に
つ
き
課
税
）
と

平
等
割
額（
１
世
帯
に
つ
き
課
税
）

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
は
こ
の
軽
減
の
基

準
が
表
の
と
お
り
改
正
さ
れ
、
対

象
世
帯
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

国
保
税
の
納
期
に
つ
い
て

　　

平
成
29
年
度
の
国
保
税
納
税
通

知
書
は
７
月
中
旬
に
発
送
い
た
し

ま
す
。
国
保
税
の
第
１
期
の
納
期

は
７
月
31
日
㈪
で
、
そ
の
後
は
、

翌
年
２
月
ま
で
毎
月
納
期
が
到
来

し
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。「
町
税
等
口
座
振
替
依

頼
書
兼
自
動
払
込
利
用
申
込
書

（
ハ
ガ
キ
）」
を
同
封
い
た
し
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

税
務
町
民
課
へ
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
同
一
世
帯
内
に
健
康
保

険
の
異
動
が
あ
っ
た
方
が
い
る
場

合
は
、
異
動
後
14
日
以
内
に
届
出

を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
届
出
が
な
さ
れ
な
い
と
、
二

重
で
保
険
税
が
か
か
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

表２　
平成30年７月診療分まで

所得区分 限度額

現役並み所得者 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

平成30年８月診療分から
所得区分 限度額

課
税
所
得

690万円以上 212万円

380万円以上
690万円未満 141万円

145万円以上
380万円未満 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

８
月
～
平
成
31
年

７
月
診
療
）
か
ら
、

70
歳
以
上
の
方
の

自
己
負
担
額
が
、

一
部
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
詳
細
は

表
２
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

表１
平成29年７月診療分まで

区分 外来（個人単位）の限度額 外来＋入院（世帯単位）の限度額
現役並み所得者

（医療費の自己負担
割合が３割）

44,400円 80,100円＋（医療費の総額－267,000円）
×１％【44,400円】

一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

平成29年８月診療分～平成30年７月診療分まで
区分 外来（個人単位）の限度額 外来＋入院（世帯単位）の限度額

現役並み所得者 57,600円 80,100円＋（医療費の総額－267,000円）
×１％【44,400円】

一般 14,000円
（年間上限額144,000円）※ 57,600円【44,400円】

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

平成30年８月診療分から
区分 外来（個人単位）の限度額 外来＋入院（世帯単位）の限度額

課
税
所
得

690万円以上 252,600円＋（医療費の総額－842,000円）
×１％【140,100円】

380万円以上
690万円未満

167,400円＋（医療費の総額－558,000円）
×１％【93,000円】

145万円以上
380万円未満

80,100円＋（医療費の総額－267,000円）
×１％【44,400円】

一般 18,000円
（年間上限額144,000円）※ 57,600円【44,400円】

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※年間上限額は、８月から翌年７月までの累計額に対して適用されます。

表３
平成30年度からの福島県と鏡石町の役割

福島県の役割
　財政運営の責任主体となり、安定的
な財政運営や効率的な事業の確保等の
国保運営の中心的な役割を担います。

●市町村ごとの納付金の額を決定
●給付に必要な費用は全額市町村に交付
●市町村が行った保険給付の点検や調整
●国保の運営方針（県内の統一的方針）
　を定め、市町村の事務の効率化・標
　準化を推進　　　　　　 　　など

鏡石町の役割
　被保険者と関係する事
業を引き続き担います。

●資格管理（保険証の発
　行等）
●保険給付
●保険税率の決定
●保険税の賦課・徴収
●保健事業　　　など

高齢受給者証を更新します
　国保に加入している70歳～74歳
の方に交付している「高齢受給者
証」は、毎年８月１日に更新しま
すので、新しい受給者証を７月下
旬に郵送します。　　　　
　８月１日以降に医療機関等を受
診するときには、必ず、保険証と
一緒に新しい受給者証を提示して
ください。なお、有効期限切れと
なった受給者証は、税務町民課の
窓口までお持ちください。

国
保
税
に
つ
い
て

表４ 食費（１食につき）

所得区分 平成30年３月
診療分まで

平成30年４月
診療分から

下記以外の方 360円 460円

住民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ

90日まで
の入院 210円 210円

90日を超
える入院 160円 160円

低所得者Ⅰ 100円 100円

表５　

平成29年９月診療分まで

区分 居住費
（１日につき）

医療区分Ⅰ 320円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
（入院医療の必要

性の高い方）
0円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
指定難病患者 0円

平成29年10月診療分から
平成30年３月診療分まで

区分 居住費
（１日につき）

医療区分Ⅰ 370円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
（入院医療の必要

性の高い方）
200円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
指定難病患者 0円

平成30年４月診療分から

区分 居住費
（１日につき）

医療区分Ⅰ 370円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
（入院医療の必要

性の高い方）
370円

医療区分Ⅱ、Ⅲ
指定難病患者 0円

　
平成28年度

軽減割合 軽減対象の基準

７割軽減 33万円以下

５割軽減 33万円＋（26.5万円
×国保加入者数）以下

２割軽減 33万円＋（48万円×
国保加入者数）以下

表　
平成29年度

軽減割合 軽減対象の基準

７割軽減 33万円以下

５割軽減 33万円＋（27万円×
国保加入者数）以下

２割軽減 33万円＋（49万円×
国保加入者数）以下

と
市
町
村
の
役
割
に
つ
い
て
は
表

３
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
財
政
運
営
の
仕
組
み
は

大
き
く
変
わ
り
ま
す
が
、
み
な
さ

ん
の
医
療
の
受
け
方
は
変
わ
り
ま

せ
ん
。
保
険
税
の
納
付
や
各
種
申

請
届
出
先
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
鏡

石
町
に
な
り
ま
す
。

入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
の

改
正

　　

入
院
し
た
と
き
は
、
診
療
や
薬

に
か
か
る
費
用
と
は
別
に
、
食
費

の
う
ち
一
定
額
を
自
己
負
担
し
ま

す
。
ま
た
、
65
歳
以
上
の
方
が
療

養
病
床
に
入
院
し
た
と
き
は
、
居

住
費
の
う
ち
一
定
額
を
自
己
負
担

し
ま
す
。

　

食
費
に
つ
い
て
は
平
成
30
年
４

月
診
療
分
か
ら
、
居
住
費
に
つ
い

て
は
平
成
29
年
10
月
診
療
分
か
ら

段
階
的
に
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

詳
細
は
表
４
お
よ
び
表
５
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。


